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〔鑑定例3 片親と子供問の親子鑑定例
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(I昭和� 49年� 9月30日受付)

はじめに

親子鑑定は，そのほとんどが父子関係の存否について

の鑑定を求められるものであり� 1)， 一組の母子に対し

て，“問題の男"を父と見倣し得るか否かを自然科学的

な方法によって推定する場合が通常であるが，両親の一

方がすでに死亡している場合などでは，“問題の男"と

子供，あるいは“問題の女"と子供のみの検査から，そ

れらの親子関係の存否の鑑定を行なうこともまれにはあ

る2)3)打。

ここに報告する例は，遺産相続をめぐって，一人の男

性と戸籍上の父との父子関係の存否と，その男性と一人

の老婦との母子関係の存否の鑑定を同時に求められた例

であり，血液型，血清型，� I唾液型，指紋，掌紋，生物学

的類似度，親権肯定の確率2)町内6)7)叩)10) 11)などの総合的

検討によって，父子関係は否定され，母子関係は肯定し得

るものと判断した興味ある鑑定例である。血液型12)13) 14) 

のみでなく，血清型14〉15〉，酵素型6)14)など，血液をめぐ

る多形性� (po1ymorphism) の検査が大いに役立った症

例である。

鑑定に至った経緯

申立人は� 37才の男性であるが， その申立を要約する

と，つぎのごとくである。

申立人は第� lの戸籍の父と妾との聞に生まれたもので

あるが，第� lの戸籍に入籍され， ただちに第� 2の戸籍� 

(6才のときに入籍)の子供となって，その実子として

成長した。その後，この“両親"の離婚，再婚というこ

ともあって，少年期以後，関係者とは一切音信不通であ

ったということで，最近まで，自分に� 2つの戸籍がある
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ことも，自分の出生の秘密も全く知らなかったという。

約� 2年前に第� lの戸籍の父が死亡したことから，その遺

産相続に関連して，申立人の第� lの戸籍上の存否が問題

となった。申立人と同じ母親から生まれ，第� lの戸籍に

入籍されていた実姉が八方手をつくして申立人をみつ

け，その姉から自分の出生の由来を聞かされ，また母お

よび第� 2の戸籍の父からも，真実は，第� lの戸籍の記載

が自分の身上に合致することを知ったということであ

る。

前述のように，第� iの戸籍の父はすでに死亡してお

り，第� 2の戸籍の母も約� 3年前に死亡しているので，� 

1) 申立人と第� 2の戸籍の父との親子関係の存否� 

2) 申立人と“問題の母親"との親子関係の存否

とが問題となり，片親と子供との聞の親子鑑定を行なう

こととなった。

検査成績

申立人(子供，� 37才男性). 第� 2の戸籍上の父� (62

才)，疑問の母� (66才)の三者について，血液型� (ABO，� 

MNSs，Rh-Hr，Lewis，Duffy，Kidd)，血清型� (Hp，� 

Gc，Gm，Inv)，酵素型� (AcP)，I唾液型，指紋，その他

の類型学的検査成績を一括して表� lに示した。� 

1. 血液型，血清型，酵素型および唾液型

三者の検査成績は表� lに示す通りであるので，省略し

た。� 

2. 指紋，掌紋� 

梢a) 申立入札U6W3


指紋(左)W (14)州� R (19) W (18) U (16) U (17) 
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表し 父子およびw子鑑定の血液型および類型学的検査成績

検査項目|“疑問の男" 子供 “疑問の女" ほらしさの確率� 

血� 

1夜� 

型� 

ABO式� 

MNSs式� 

S 式� 

Lewis式� 

Duffy式� 

Kidd式� 

AB  

MNss 

Cc 

D 

EE 

S 

Le (a一)� 

Fy (a+bー)� 

Jk (aー)� 

A 

MNss 

CC 

D 

ee 

S 

Le (aー)� 

Fy (a+bー)� 

Jk (a+) 

A 

ル1Nss 

CC 

D 

ee 

S 

Le (aー)� 

Fy (a+ b-) 

Jk (a+) 

0.6137 

0.5158 

0.5263 

0.5564 

血� 

清� 

ff."![ 

Hp型� 

Gc型� 

Gm型� 

Inv型� 

Hp2-1 

Gc 2-2 

Gm  (1， 12) 

Inv (1+) 

Hp 2-2 

Gc 1-1 

G m  (1) 

Inv (1+) 

Hp 2-2 

Gc 1-1 

Gm  (1) 

Inv (1+) 

0.5797 

0.5768 

0.5974 

0.5871 

酵素車� IAcP 型� B B B 0.5556 

指
一 般 分 類 �  U 1 W g* R 1U 6W 3 * R 1U SW 1 * 
b. v.骨骨�  VI III IV 

f武
総隆線数�  IY 

味盲

V 

味首

III 

有味

の王手 垢 湿 乾 乾

他 類似度�  54.0% 85.7% 

親ら し さ の �  0.0000 0.9444 
総合肯定確率|

?主) 帯� U:乙種蹄状紋，� W:渦状紋，� R:甲種蹄状紋，数字は指の数を示す。

持� b.v.:生物学的指紋li聞の因子型。

骨骨骨� PTC:pheny1thiocarbamideκ対する味覚能力の有無。

(右) U (22) W (20) U (13) U (17) U (15) 1-t--Lr.04-・7.5'.掌紋(左)� ・0・0・0・L

総隆線数� 171 因子型� V型

生物学的指紋価11)16)204 因子型� III型

掌紋(左)9 .X.5' .3-t-A u.O・0・O.Y.O

(右) 11・9・7・3ーt-Au.0・0・0・L.O 

b) 第 2の戸籍上の父� U1Wg
州

指紋(左)W (20)柑� W (13) W (15) W (14) U (12) 

(右)W (16) W (13) W (15) W (14) W (15) 

総降線数� 147 因子型� IV型

生物学的指紋価 288 因子型� VI型

掌紋(左)9.X.7・3-t-Au.0・0・0・O.V

(右) 11・9・7・3-ttに� Au/Lu.O・0・0・L.O 

c) 疑問の母� R1USW4 *骨

指紋(左) W (23)料� R(8) U (12) U (18) U (9) 

(右)W (25) W (13) U (9) W (16) U (10) 

総降線数� 135 因子型� III型

生物学的指紋価� 228 凶子型� IV型

(右) 11・9・7・3-t-Au.0・0・0・L・0 

3. 人類学的諸検査

申立人ら� 3名の写真を示すことは，問題の性質上困難

である。そこで，各人について，顔面，頭部など� 67の

観察項目につき人類学的な観察を行ない，そのおのおの

について，申立人と他の� 2者との生物学的類似度を検討

したところ，申立人と父(?)との間の類似度は� 54.0%，

申立人と母(?)との聞の類似度は� 85.7%の成績が得ら

れた。なお， 耳垢は申立人と母(?)とが乾性， 父(?)

が湿性であり，� PTC味覚検査� (phenylthiocarbamide

に対する味覚能力の有無)は申立人と父(?)が味盲者，

母(?)が有昧者であった。
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検 査 成 績 の 検 討 �  

1. 申立人と第� 2の戸籍上の父との父子関係について

従来，親子関係を絶対否定し得る場合は，� ABO式血

液型では� O型と� AB型，� MN式血液型では� M 型と� N

型とされてきたが，� Rh-Hr式血液型をはじめ，� MNSs， 

Duffy，Kidd式などの新しい血液型，その他，� Hp型，� 

Gc型，� Gm型などの血清型，さらに� AcP型，� PGM 

型，� PGD型などの血球酵素型によっても，親子関係を

排除することができるようになっため7)叩� 1)。親子関係を

否定し得る片親と子供の血液型の組合せを一括すると表� 

2のようになる。

さて，申立人と父(?)の検査結果をこの表に照らし

て検討すると，� ABO，MNSs，Lewis，Duffy，Kidd式

血液型，� Hp，Gm，Inv型血清型，� AcP酵素型では，

父子関係に矛盾はないが，� Rh-Hr式血液型および� Gc

血清型で・父子関係を否定し得る結果が得られた。すなわ

ち，� Rh・Hr式血液型では，父(?)は CcD.EE型であ

り，その因子型は� CDEjcDE か� CDEjcdE か� CdE/

表� 2 親子関係を否定し得る片親と子供の血液型の

組合せ

血� FZ「� 
ABO式� 

片 親 と 子 供

。� 
の 血 液 型

AB 

MNSs式� MS Ms 

MS Fν1Ns 

Ms MNS 

M N 

MS ル'INs 

Ns MNS 

NS Ns 

MNS MNs 

Rh-Hr式 CC cc 

(DD dd)勢� 

EE ee 

Duffy式� Fy (a+b-) Fy (a-b+) 

Kidd式� Jk (a+b-) Jk (a-b+) 

cDEのいずれかであるが，� CdEという遺伝子は日本人

の聞では発見されていないので，実際には，CDEjcDE 

か� CDEjcdEを考慮すればよいこととなる� 8)11)。したが

って，� CcD.EE型の片親から生まれ得る子供の型は，� 

CDE，cDE，cclEの遺伝子のうちの一つを持っていな

ければならないことになるが， 申立人(子)は� CCD. 

ee型であり，その因子型は� CDejCDeか� CDejCcleの

どちらかであって，前述の遺伝子を持っていない。した

がって，この両者の聞には，父子関係は存在しないこと

となる。また，� Gc血清型では，父(?)は Gc2-2型

である。その因子型は� Gc2jGc2 であるから， この片親

から出生し得る子供は� Gc2
の遺伝子をもっていなけれ

ばならないはずで、あるが， 申立人(子)は� Gc1-1型

(因子型は Gc1jGc1
) であるので， この父(?)からは

生まれ得ないことになる� 7)11)15)。

その他の検査では，両者の父子関係を否定的に考え得

る点はなかったが，生物学的類似度が� 54.0%であった

こと，指紋で，父(?)が強い渦状傾向� (U1W9) を示し

たのに対し，申立人(子)は蹄状紋が多く，渦状紋が少

なかったこと� (R1U6W3) などは，血液型によって父子

関係が否定された両者閣の隔りを肯づかせるものと考え

られる。� 

2. 申立人と“疑問の母"との母子関係について

申立人と母(?)の血液型を表 2について検討すると，

どの血液型によっても母子関係を否定し得なかった。そ

こで問:権百・定の確率(国:らしさの程度)を� Essen-Moller

りの方法によって計算したO

ある血液型の母がある血液型の子供を生み得る確率

(母子結合確率)を子供の血液型の一般出現頻度で除し

たものXは，真実の母である確率を示し，母の血液型の

一般頻度Yは，偽の母である確率でJある。したがって，

母らしさの確率引〉� 

P = X = 1 

X+Y 1十三� l+YABO'YMNSs・YRh-Hr' 
X XABO・XMNSs，XRhー

Hp抑� i一一l 2-2 

Gc t\1~ 1--1 2-2 

GIn m (1) (1，2，12)

;
一
濃
度

率

房

煩

確
一
般
舵

台
二
一

J

粕
一
の
の

μ

子
一
型
型

母
一
切
の

一
ヲ
母

だた し 

一
一
一
一

X

Y

AcP 式� A B 

PGM式� 2 いま，� ABO式血液型を例にとると，申立人，母(?)

6PGD式� A C ともに� A型であり，� A-Aの場合の母子結合の確率は

1-1:)勺AclはrliJ阪されていないので，� DDとDclの� りG) p(p~+3 pr+l・2)，A型の一般山現頗IIは� p2+2pr 

?I:IJ日IJはできないのが現状である� u である。(ただし，� pは遺伝子� Aの頻度，� rは遺伝子
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Oの頻度を示す。)これらを上式に代入すると，� 

PA-P(P2+3pr+r2) 
BO-'P(p午� 5下百[2)+百平互F戸

ただし，日本人では� 

p=0.2774 

であるから=0.55191' 

P ABo=0.6137を得iる。

同様にして，各血液型について母らしさの確率を求める

と，表� lの右端の結果が得られた。

ついで，母らしさの総合の確率を求めると，� 0.9444と

なった。これは片親と子供聞の母らしさの確率の価とし

ては予想外に高い価であり，申立人と“問題の母"との

母子らしさは非常に高いという結果が得られた。

その他の検査でも，両者の関係を否定的に考え得る点

はなく，むしろ，生物学的類似度の高さ� (85.7%)，指紋

の一般分類の類似性� (RIU6W3-RIUSW4で，ともに左

手の示指に甲種蹄状紋が認められた)などは，母子関係

の肯定資料に供し得るものと考えられた。

考 察

普通，親子鑑定が行なわれるのは，� 

1) 親子関係の存在，不存在の確認� 

2) 子の認知請求� 

3) 嫡出子の否認� 

4) 子の取違えの有無の判定

などの場合であり，一組の母子に対して，疑問の男が父

であり得るか否かを検討することが多いが，本例のよう

に片親と子供聞の親予関係の存否が問題となるのは比較

的まれなケースである 2)3)打。

親子鑑定で従来から用いられている検査方法として

は叩戸川町，①血液型学的検査法� (ABO，MN，Pまたは� 

Q，Rh-Hr式)②類型学的検査法(指紋，掌紋，足紋，

形態的類似性，耳垢型，� PTCに対する昧覚能力の検査)

③産科学的検査法(受胎期の検索)などがあった。とこ

ろで，血液型においては，その後，� MNSs，Kell，Duffy， 

Kidd，Lewis式などの血液型が新たに加わり， また血

清型� (Hp，Gc，Tf，Gm型)，血球酵素型� (AcP，PGM， 

PGD 型など)などの検査なども可能になってきたた

め，鑑定の発言能力は，ここ� 3，4年の聞にずっと増大

しTこということができる。

われわれの例では，一人の男性(子供)をめぐって，

片親，子供聞の父子関係と母子関係を同時に検査し，そ

の結果， 父子関係は� Rh・Hr 式血液型と� Gc型とで二� 

重否定され，母子関係は， 母らしさの確率� (94.44%)， 

その他の検査結果から，肯定し得るものと判断した。片

親と子供聞の親子鑑定例を文献的にひろってみると，� 

Otaらり� (1973)は� Gm型で否定し得た例を， 山沢2) 

( 1967) と� HummeP)(1971)は宵定例を報告している。

山沢は，� 9種類の血液型，血清型の検査から，母らしさ

の確率を計算し，� 0.9588の結果を得，� Hummelは酵素

型を加えた� 12種類の血液型の検査から，� 0.962の結果を

得ている。その他，認知請求例では，井上ら� 17)(1967) 

は，� Hp型と� Gc型で二重否定し得た例を記載してい

る。また，� Hummelらl勺ま，問題の父がすでに死亡し

ていた例で，その男の父母の血液型から，その男の血液

型を推定し，それを基にして親子鑑定を行ない，父らし

さの確率� 99%を得ている。

ここで問題となるのは，父(母)権肯定の確率が得ら

れた場合，その価をどのように評価したらよいかという

問題がある 5川町川町。� Hummel は� 0.998以上を，� 

Essen-Molle1'は 0.9773以上を，� I父と判定してよい」

基準としているが， 上野6)も述べているように，たとえ，

いかに高い価が得られたとしても，あらたにもう一つ血

液型の検査を追加することによって，父子関係が否定さ

れる場合もある。したがって，肯定の確率のみからの

「父性決定10)Jは危険であり，血液型のみでなく類型学

的検査法や産科学的検査法(受胎期の検索)などをも加

えた総合的判断がなされなければならないものと考え

る。

本例では，指紋(一般分類，生物学的指紋価，総陸線

数)，掌紋，耳垢型，� PTC 味覚テストなどで，母子関

係を否定的に考え得る点がなく，生物学的類似度でも� 

85.7%が得られていることから，この両者の母子関係は

肯定し得るものと判断した次第である。なお，産科学的

な受胎期の検索は，日本では，あまり行なわれることが

なく，裁判所においては，第� 3者の証言により，問題の

男女が，問題の時期に“関係"があったという“状況的

判断"がなされているようである。いずれにしても，鑑

定人は，裁判官の裁定に対して，一つの資料を提供する

立場ではあるが，ここ数年の血液型の進歩によって，鑑

定結果の発言能力はかなり高揚したとはいうものの，問

題の男が� 2人以上のような場合で，� 2人とも父であるこ

とを否定し得ないような場合もあり，まだまだ判断に苦

しむ事例があるのも事実であるO

まとめ

37才の男子(子供)をめぐって，戸籍上の父との間

の父子関係は，� Rh・Hr式血液型と� Gc型血清型によっ
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て二重に否定され， あらたに現れた老婦との母子関係� 

は，母らしさの確率の高さ� (94.44%) と，その他の類

型学的検査によって，肯定しでもよいと判断した例につ� 

いて報告し，片親と子供聞の親子鑑定について述べた。
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